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序論

   韓国は1997年から IMFによって極甚な経済危機を迎えて国家経済のみならず個人経済も多くの困難を経験した。ここで政府は IMF経済危機の早期克服と知識基盤経済に対応するため ‘Cyber Korea 21’を 1999年 3月に樹立してインターネット拡散､ デジタル経済の促進など知識情報強国で跳躍するための青写真を提示した。この計画によって超高速通信網など情報技術のインフラを構築し、電子政府構築計画を樹立した。また情報促進基本法(1995.8) 制定と情報化促進基本計画 (1996.6) 樹立で汎国家的な情報化推進体系を整備して､ 2010年高度情報社会具現のための情報化促進 11大課題を提示した。

  保健福祉部分ではこのような国家次元の情報化方向に合わせて1990年から推進されて来た公共分野の情報化計画の ‘国民福祉網’計画を知識社会に合わせて ‘国家保健福祉知識情報化計画’と名称を変えて 2010年までの情報化計画を樹立した。この計画は標準化､ 法制化､ 統計など全体情報化事業の基盤になる分野の外に部門別に保健医療､ 保健産業､ 社保保険､ 社会福祉サービス情報化計画を含んでいる。この外に今後の保健福祉情報化計画を企てて管理する保健福祉情報院設立計画も樹立した。

   公共分野に劣らず民間医療分野での情報化も活発に推進された。韓国の病院は 90%以上が民間病院で政府の影響が大きく及ぶことはなかったが自発的にサービス改善と競争力向上のため、情報化を推進した。現在大部分の 3次病院は処方伝達システムを運営しているし、2～3年以内に映像処理システム (PACS)と電子医務記録システム (EMR)を取り入れると予想される。

  ここでは政府の 'Cyber Korea 21' 計画と電子政府推進方向に対して概括的によく見て ‘国家保健福祉知識情報化’ 計画に対して現況と推進方向によく見ようとする。特にこの計画の中心を成す審査評価院の情報システムにおける EDI 請求システムとデータウェアハウス構築現況についても具体的に記述する。そして現在活発に推進されている民間医療部分の情報化現況をよく見て結論的にその間の経験を土台として今後の推進方向を提示する。

第一章　Cyber Korea 21 推進計画
1. 推進方向
(1) 世界最高水準の情報通信インフラ構築
    政府次元で情報化を効果的に推進するためには優先的に全国どこでも国民が誰も超高速インターネットを利用することができる情報通信インフラを構築するのが優先ということで全国的に超高速網を構築した。これによって2001年末現在インターネット利用者 2,438万名､ 超高速インターネット利用世帯は 781万を保有した世界最高の超高速インターネット利用環境を構築することになった。これによって超高速インターネットの世帯当り普及率は韓国が 54.3%で、イギリス(0.8%)､ アメリカ(13.1%)､ 日本(6.3%) など先進国を追い越すようになった (図 1：欠).  また移動電話は有線電話とともに国民の基本通信手段で定着し、 2002年 3月現在移動電話加入者数は 3,031万人で有線電話加入者数 2,295万人を超えている。このような超高速インターネット網の拡充で今後の医療機関の間に遠隔医療のみならず在宅診療も可能になった。

(2) 情報通信産業のサポート
   政府はさまざまな政策で情報通信産業を支援して 1997年以後年間 18.8%の高成長を長く続けた。またIMF 経済危機克服と経済再跳躍の核心分野として成長した。2001年現在 、情報通信産業生産は 150兆ウォン､ 付加価置基準で GDPの 12.9%と成長した。 この中で CDMA､ 半導体､ TFT-LCD などは世界第 1位の商品に跳躍し、 IT分野が我が国の輸出を牽引車的役目を果たすことができた。過去4年間IT産業輸出は我が国の総輸出の 26.8%を示すことになった。また ITベンチャー企業を育成して創業支援及び多様な専門職業と仕事を創出して若くて有能な人才が ITを活用して伝統産業の競争力向上に寄与するように多様な分野に進出した。ITベンチャー企業は 2001年 12月末現在、 5,073個(全体ベンチャー企業の中で 44.5%)で IT職種従事者は 1997年 101万人から 2001年 116万人で増加した。この中では遠隔医療を含んだ医療専門 IT ベンチャー企業もかなりの数を示しており、医療情報化の発展にも大きく寄与していると思う。

 (3) 電子政府
電子政府と言うのは市民に政府の情報とサービスを伝達するためにインターネットとワールドワイドウエブを使う政府を言う。

 (utilizing the internet and the world-wide-web for delivering government information and services to citizens)。  電子政府プログラムではテレコミュニケーションインフラ､ ヒューマンキャピタルの力､ 政治的意志､ 国家的リーダーシップ､ 変化政策のような核心要素が重要な役目を遂行する。

   1990年代の始まりアメリカで電子政府概念が最初に登場して以来、世界各国では情報化を通じた社会全般の革新のための戦略的手段として電子政府構築に力を注いで来た。各国の電子政府推進努力は社会的経済的環境によって多様に展開されているが、 ITを活用した ‘政府革新と行政業務の効率化’､ ‘迅速で正確な対国民サービス実現’､ また‘国家競争力強化’を強調するという点で電子政府ビジョンと目標は似ている。我が国は 1980年代から国家機関電算網事業､ 情報化事業などの推進を通じて国家情報化の礎石を用意した以来、2000年代電子政府 11大重点課題推進など電子政府具現のための持続的な努力を傾けて来ている。過去20年間情報化のための各国の努力と成果に対する客観的で専門的な評価結果が 2002年 6月 UN 報告書を通じて公表されたが､　我が国の電子政府水準は 190個 UN会員国の中で上位 9%以内でインターネットを通じて業務処理が可能な段階で評価されている。

   電子政府の目標は政府業務の情報化を促進して透明性と生産性を画期的に向上させて迅速で正確な対国民サービスを提供することにある。また教育、文化、福祉などの分野でデジタル公共サービスを拡充、高度化して国民の生活の質を向上することにある。これと共にすべての国民が知識情報社会の主役で情報活用能力を極大化することにある。

   1998年から電子政府具現のための事業が政府によって本格的に推進されて来たが、 単一窓口を通じた請願業務革新事業､ ４大社会保険情報システム連携構築事業など電子政府 11大重点推進課題が推進された。このような電子政府事業は各部署別、単位業務を中心にして来た従来とは違う、各部署間システム統合連携、国民サービス拡大､ 情報共同利用に中心を置いて推進している。

表 1. 政府の 11大重点推進課題
	 　　　　　区　　　　分
	 　　　　　　　重点推進課題

	 国民と企業に対するサービス革新事業
	 単一窓口を通じる請願業務の革新(G4C)

 4大社会保険情報システム連携構築
 政府統合電子調逹システム構築(G2B)
 インターネットを通じて総合国勢サービス提供

	 行政の生産性向上事業
	 国家財政情報システム構築

 市郡区行政総合情報化
 全国単位の教育行政情報システム構築(NEIS)
 標準人事管理システム構築(PPSS)
 電子決済及び文書流通システム構築

	 電子政府基盤構築事業
	 電子署名電子認証システム構築

 汎政府的統合電算環境の段階的構築

	


(4) 4大社会保険の連携
   電子政府事業の中で一番保健福祉部分と連関のある事業が 4大社会保険 (雇用､ 産災､ 健康､ 年金) 情報システムの連携である。2003年 7月から実施されたこの社会保険統合情報網の目的は保険料の賦課及び徴収体系を統合することで社会保険サービスの効率化を期して国民便宜を向上することにある。このシステムの実施で今まで組職別に構築運営されている通信網を統合運営することで運営費用の節減効果と新技術導入適用及び業務標準化が容易になって意思決定の一元化で迅速な意思決定が可能になった。今後の統合情報網が自ら企画と執行機能を持って国税庁、金融網、行政網など社会保険に係わる電算網と連携される場合はこのような効果がもっと極大化すると思われる。しかし、現在社会保険別で根拠法令や運営形態が互いに違って、政府関連部署も保健福祉部と労動部に二元化されていて、電算網運営も組職別と別途で全体組職統合は出来なくそれぞれのシステムを EAI (Enterprise Application Interface)方式で繋がれた状態に運営されているので今後は法的、制度的装置を通じて漸進的にシステム間の統合が必要とされる。

2. 核心成功要因

Cyber Korea 21の核心成功要因は次のようである。

 (1) 総合的・体系的な情報化推進体系確立
     体系的にこの事業を推進するために情報化促進基本法を制定し(’95)､ 情報化企画専担部署及び情報化促進基金を設置(’96)､ 情報化推進委員会(’96)と情報化戦略会議(’98) などを構成した。

 (2) 状況変化に適合な情報化ビジョンの提示
    国政最高責任者の力強い推進意志を土大に情報化促進基本計画､ Cyber Korea 21 など政府がビジョンと戦略を提示して民間と緊密な協力体制を構築する。

 (3) 既存インフラの積極的な活用及び持続的な高度化
    ‘80年代構築された全国的な自動電話網と国家機関電算網事業などを通じて造成されたインフラを草稿俗情普通信望に高度化する。

 (4) 戦略分野に対して善導投資と競争促進
    超高速インターネット､ CDMA など戦略部門に対して集中的な善導投資と競争環境の造成を通じて民間投資を誘導する。

 (5) 文化的特性と結合された積極的な情報化底辺拡大
    インターネットに相応しい文化的特性を元にして政府と民間が協力して全国民情報化教育など情報利用階層の底辺拡大を推進する。

第2章 国家保健福祉知識情報化計画
1. 推進背景
2002年に樹立された保健福祉知識情報化のマスタープランは知識基盤経済を備えた保健及び福祉分野の知識､ 情報及び技術を対象にした戦略､ 管理及び運営に関する総合的なビジョンを提示している。保健福祉知識情報化のマスタープラン樹立方向は次のようである。

  第一､ 福祉 (health and welfare)志向的情報化にしなければならない。すなわち､ 年寄り、障害者､ 低所得層､ 児童など社会的弱者及び階層が情報においても利用接近性と機会均等性が充分に提供される、その保障を受けられる情報化に切り替えなければならない。
 第二、 技術革新志向的情報化にしなければならない。すなわち保健福祉部門の自生的発展のためには技術革新に元を置いた生産性を顧慮した情報化に切り替えなければならないということである。
第三、活用志向的情報化にしなければならない。必要情報の新規生産を越して散在されている情報の共有とネットワークなどを通じた意思決定支援型の情報化に切り替えなければならない。
  このような方向でのマスタープランは次のような事項を含んでいる。 
第一、知識情報化マスタープラン樹立の概念的フレームの紹介と共に保健福祉部門の内外的環境の変化、 保健福祉において知識情報化が持つ理念的な価値及び保健福祉全般にわたる知識情報化のビジョンと戦略を紹介した。第二、保健福祉 5大部門別知識情報化ビジョン・目標及び戦略について敍述した。
第三、保健福祉部門の知識情報化事業の重点推進体系として仮称保健福祉情報センター設立の必要性、組職及び機能、そしてこれと関連した外国の類似事例を紹介した。

2. 保健福祉推進経過
   1990年から保健福祉情報化事業は大きく三段階で推進されて来た。

  (1) 1段階 (1990-1995)
   1990年地域医療､ 医薬品､ 食品管理､ 医療保険､ 年金､ 保健行政情報化などで構成された国民福祉網計画を樹立してこの計画によって多くの事業を推進したが、保健所情報化事業を中心にした地域医療情報化事業が一番活発に推進された。また保健福祉部次官を委員長にして保健福祉情報化推進委員会を構成して保健福祉電算網標準院を指定するなど保健福祉情報化推進体系を整備した。

  (2) 2段階 (1996-2000)
    この段階では 2000年国家情報化基本計画を樹立して地域医療情報化､ 保健福祉情報化など 10大重点課題を選定した。また保健福祉情報化の範囲を4つ、分野別に再整備して分野別で多様な情報化事業が活発に推進された。この段階では保健福祉情報化の拡張段階だと言えるのが、分野別主要事業は次のようである。

   - 保健医療分野: 地域保健医療､ 伝染病監視､ 血液流通､ 応急医療､ 遠隔診療と遠隔痴呆診療情報化事業が推進された。

   - 保健産業分野: 収入食品と医薬品許可管理事業が推進された。

   - 社会保険分野: 医療保険総合電算網計画を樹立して医療保険 EDI 請求事業と地域保険電算化事業などが推進された。

   - 福祉サービス及び行政分野: 障害者福祉、児童福祉、そして社会福祉資源管理情報化事業などが推進された。

   (3) 3段階 (2001-2004)
  この段階では毎年保健福祉情報化の促進施行計画を樹立してこれによって情報化事業遂行及び評価をした。分野別で推進されて来た事業の中で新たに推進された事業は次のようである。保健医療分野では精神保健、健康増進、そして国立癌センター情報システムがあって保健産業分野では医薬品の総合情報システムが推進された。社会保険分野では地域保険と職場保険の統合、審査評価院設立、医薬分業などの環境変化による新しい情報化事業が推進されて今まで微震した福祉サービス分野でも社会福祉資源管理情報化、児童保育総合情報化、そして障害者リハビリ情報化事業が推進された。 福祉行政分野では行政自治部と情報通信部を中心に推進される電子政府方針に従って電子決済、ホームページ、電子請願処理、統計情報システム､ 関連情報システム間の連携が推進されたがこれの一貫として4大社会保険(健康保険、年金、産業災害保険、雇用保険)の連携事業が推進された。また環境変化と情報技術発展趨勢と共に情報化を推進するための知識情報化計画のビジョン及び推進方向が設定された。

3. 詳細分野別の情報化現況
(1) 保健医療
  国家保健医療分野の情報化事業は 1996年から保健所機関の行政、 診療、保健業務支援のための標準ソフトウェアを開発・普及して来た保健所定宝華事業と1995年から超高速公共応用サービス事業の一環で推進して来た伝染病、血液流通、臓器移植、応急医療システム構築事業があって応急医療、血液管理、臓器移植、伝染病情報を統合した保健医療情報統合サービスシステム構築事業があった。

① 保健所情報システム
  第1次事業 (1995～1996年)では保健行政管理､ 伝染病管理のための標準ソフトウェアを開発して京畿道地域 5ヶ所の保健所を対象で示範運営を実施し始めた。第2次事業 (1996～1997年)では保健所 EIS、公衆保健医師管理システムなどを追加開発した。第3次 (1997～1998年)には2次事業まで示範運営したシステムの運営環境を Windows環境に切り替えてオラクルを取り入れて保健所情報システムデータベースの安定化作業を推進した。第4次事業 (1998～1999年)では保健所プログラムの対象業務を拡大して訪問保健を含めた精神、口腔保健など 11個保健事業を追加開発し、保健所のみならず保健支所及び診療所に対するプログラムも拡大開発して今後の保健所、保健支所、保健診療所の間、網連携が可能になるように連携基盤を用意した。 第5次事業 (2000～2003年)では政策分析機能を強化するために広域単位のデータウェアハウスを構築した。全国型標準プログラムは現在全国 220ヵ所の保健所 (約 90%)で活用していて 2004年末まではすべての保健所に設置される予定である。

  このシステムの導入で国民サービス向上、報告書作成の自動化による保健所職員の生産性向上、統計の質向上などの效果があった。しかし現在の Client-Server 方式では全国的に散在している保健所システムを制限された人で維持、補修管理するのは難しいという問題点がある。ここに政府では最新インターネット技術を利用して中央ですべての保健所情報システムを管理する方法を考慮して計画を樹立している。また住民の健康状態を持続的にモニタリングするために一生電子義務記録 (life-time electronic health record)も開発する予定である。

② 伝染病情報システム
  第1次事業 (1995～1996年)では超高速公共応用サービス事業の一環で全国の伝染病関連機関をネットワークで連結して伝染病の流行を早期に予測することができる情報システムを開発し、第2次事業 (1997～1998年)では保健福祉部自体事業で対象業務を拡大開発した。第3次事業 (1999～現在)では既存システムを Web 及び GIS基盤に変換して防疫及び易学情報を提供するポータルサイトでそのサービス範囲を拡大している。また法定伝染病 61種を申告、報告する電算体系を構築し、法定伝染病及び標本監視報告EDI システムも開発した。

  今後の伝染病発生資料をもっと迅速に収集するために報告病医院 (sentinel hospital) 数をふやして EDI システムも最新インターネット基盤のシステムで切り替える必要がある。またこのシステムを医療保険システムと連結して医療保険請求資料から伝染病情報を抽出して保健所と医療機関に還流させる方案も伝染病申告率を高めるために考慮している。

③ 血液流通情報システム
  第1次事業 (1995～1996年)では超高速公共応用サービス事業の一環で輸血者に一番適合な血液を一番適切な時期に供給するために血液の生産、流通及び在庫管理を体系化して 大韓赤十字の血液院と、血液銀行、医療機関間の情報交換が出来るようにシステムを開発した。第2次事業 (1997～1998年)では保健福祉部自体事業で示範地域を拡大して一部プログラムを追加補完してソウル大病院、国立医療院、ボラメ病院など 3つ病院の間、示範運営を実施した。第3次事業 (1998～1999年)では非適格献血者に対する情報検索が可能になるようにプログラムを補完して全国に拡散普及の中である。現在第4次事業 (2000～ )では運営主体を赤十字病院から国立医療院に移ることに政府次元で推進の中である。

④ 臓器移植情報システム
  第1次事業 (1995～1996年)では超高速公共応用サービス事業の一環で臓器の供与及び配分を公正で效果的に配分するために臓器移植情報システムを構築したが、当初同システムの示範運営機関で選定された大韓赤十字社の突然した運営拒否で示範運営さえできなかった。同システムは 1998年 4月臓器移植情報システムの運営機関を国立医療院に再選定する手続きを経って示範運営を開始し、2000年 2月国立医療院内臓器移植情報センターを設立して本格的な運営段階に進入した。第2次事業 (1998～1999年)では保健福祉部自体予算で使用者環境を Windows3.1環境からWindows95環境に補完開発した。 第3次事業 (2000～2001年)では統計部門と供与者及び授与者を適正にマッチング(Matching)する部門などを補って臓器移植広告用ホームページサービスも開始 (2000.6) した。

  2001年 12月現在参加機関が 109個になる成果があった。このシステムの導入で移植対象者の選定で公正性を期待することができるようになったし、移植可能な脳死者の臓器数も 3.5個から 4.6個で増加した。またインターネット基盤で臓器移植情報システムを構築した点は遠距離にある医療機関の使用上の便利と我が国のインターネット環境で相応しかった。しかし臓器移植などに関する法律制定以後病院が供与者の発掘に消極的なので脳死判定者発掘件数が 1/3で減少した。これは病院が供与者を掘り出して登録しても自分の病院で掘り出した臓器を他の医療機関で移植するようになったら費用だけ負担するようになってその便益をえられないとみられ、このシステムの拡散のためには法の改訂が必要である。また臓器移植医療機関及び登録機関そしてその他留官機関の間に情報の共同活用を促進させる努力が必要である。

 ⑤ 応急医療情報システム
  第1次事業 (1995～1996年)では超高速公共応用サービス事業の一環で大韓赤十字社急病患者情報センター(現 1339)と応急医療機関を連結して応急病患者発生の時、救急車出動応急医療機関及び災難構造機関、応急医療機関などに対して応急医療情報サービスを提供することで急病患者移送などを支援するシステムを開発した。第2次事業 (1996～1997年)では保健福祉部自体事業で第1次事業推進の時、ソウル市 5ヵ区であった示範対象地域をソウル市全域で拡大し、Host Dummy方式で開発されたプログラムを Client/Server方式で、UNIX 運営体系を Windows NTで切り替えて、GIS概念を導入適用するなどシステムを Up-grade した。引き継いで第3次事業 (1997～1999年)では保健福祉部自体事業で、 第1次、第2次事業で開発された応急医療システムの既存病床情報に毒物情報を追加開発して情報サービスの質を進めた。しかし 1998. 7. 急病患者申告及び移送業務が 119で一元化されるによって既存の急病患者情報センターの機能が大幅に縮まりながらこれを支援する情報システムも再整備しなければならない実情に至った。したがって第4次事業 (2000～)では各病院と仁川・京畿(キョンギ)北部圏域の応急医療情報センターを連携して病床情報をリアルタイムに提供出来るように情報システムを全面的に再構築した。

 ⑥ 健康増進情報化
  保健教育開発センター(韓国保健社会研究員内設置)を中心に国民健康増進関連情報をインターネットを通じて提供するために 1998年から推進の中である健康増進情報システムは福祉部、市都、保健所など政府機関と学界、研究機関、団体及び国民がこのシステムをインターネットを通じて情報を共有出来る情報システムである。たとえ健康増進関連情報が民間及び公共部分によって相当部分がもう開発されていると言っても現在インターネット上で提供される健康関連情報は多くの機関で分散していて質的水準も偏差がひどいので国民に健康増進サービスや疾病管理関連内容を伝達してくれる健康情報ポータルサイトを構築して、これを通じて分散されている健康関連情報を１ヶ所で易しく近付くようにしてくれることが必要である。

(2) 福祉行政
  保健福祉行政情報システムの構築は1997年11月から始め、保健福祉ホームページは掲示板性格の資料として資料内容が比較的簡単で、入手しやすい資料を中心に資料を構築して1998年1月に試験サービスを実施した。ホームページでは福祉部案内など11個大分類、健康増進情報など51個の中で分類、総 198個項目に対するサービスを実施されている。電子的請願処理は別に別途の請願処理システムを構築して活用しなく、ホームページを通じて請願をもらっていて請願の大部分は保健福祉関連質疑-回答が大部分を占めている。請願が受付される場合、法律で定められた期限内に質疑内容に対して実体調査を実施してその結果を知らせるか、或いは質疑の内容を有権解釈して知らせてくれる。

  保健福祉統計情報システムは今まで第3次にわたって段階的に開発されている。第1次では一般統計情報システムが1998年10月に開発された。また 保健福祉統計年報の統計データベース構築、統計検索及び入力システム、そして統計年報自動組み版システムが開発された。一方、1999年7月に2次で統計情報システムが開発されてその内容は報告統計報告体系の情報化(市郡区 → 市都 → 福祉部)、報告統計資料入力及び集合情報システム構築、調査統計データベース構築(患者調査など 5回分)、そして未収録分統計年報 DB構築(統計年報 28回分)である。2001年には統計情報システムの第3次開発に収集された資料を分析して政策資料で活用する知識管理システムが開発された。

  このような行政及び統計情報システムの構築で保健福祉行政情報化の基盤をある程度拡充することが出来てインターネットなど通信網の活用を通じても大国民サービスを改善する效果を上げた。しかしこれから保健福祉行政情報化の效果を極大化するためには保健福祉部の情報化と密接な関連を結んでいる他の中央部処と地方政府の情報化事業との連携を積極的に推進しなければならない。

(3)  保健福祉サービス
   福祉サービスと関連して政府が支援、監督する情報化事業は韓国社会福祉協議会の福祉ネット及びボランティア電算網、韓国障害者リハビリ協会のベア－ズ通信、韓国保育施設連合会の保育総合通信サービスであるEducare-Net、韓国女性開発院の女性総合情報、 青少年開発院の Youth-Net、韓国社会福祉者協会の福祉人村などがあり、障害者福祉施設の情報化事業など業務電算化を中心にした情報化支援事業がある。民間分野では福祉交換の場、Counsel 24など500余個の社会福祉専門ウーブサイトと、13xx、1588-xxxx、700-xxxx など50余種の情報提供及び相談電話が運営されている。この中で保健福祉部は社会福祉資源管理情報化、児童保育総合情報化、障害者リハビリ情報化など、三つを社会福祉分野の情報化事業で推進している。

  保健福祉部が発表した‘保健福祉情報化推進評価報告書’と‘保健福祉情報化促進施行計画書’では既存事業の問題点でフォーラムの活性化のための教育及びサポート不足、関連機関との連携及び協助不足、障害係全体を包括する統合窓口網不在などを指摘していてこれに対する改善が必要である。

(4) 保健産業
   ①収入食品検事業務自動化
   食品医薬品安全庁では貿易自由化措置による収入食品の量的増加と多様化による危害食品の収入可能性に備えて食品安全性確保と収入食品検事に必要な検事プログラム最適化及び科学的検事を通じる検事の迅速性透明性確保のために収入食品検事業務を自動化した。また、インターネットホームページを通じて請願サービスを提供しているし、収入食品情報のデータベースを構築して運営中である。

  1次事業 (1996～97)では収入食品検査業務処理手続き電算システム構築と収入食品検査業務関連国内･外食品情報及び基礎データベースを構築した。2次事業 (1998年)では収入食品検査業務電算システムの安定化、食品関連情報データベースの変更事項反映及び補完など維持補修、そして大邱､ 光州､ 大田地方庁を拡大運営した。3次事業 (1999～2001年)では収入食品検査業務電算システム運営による維持補修、制度、法令改訂及び有害情報関連データベースの維持補修、無作為標本検査抽出プログラム補完などが推進された。

  しかしデータ量の増加と電算システム使用者増加、随時に処理する統計資料出力、 検査業務結果通報、収入関連機関との電算網連携などシステム資源の用量不足などに問題があった。このような問題にもかかわらずこのシステムは食品関連総合情報活用による検査業務の科学化及び自動検索機能で検査分類及び支援情報活用を通じた迅速性、便宜性向上と収入食品検査物量の持続的な増加で迅速正確な収入食品検査と収入食品管理の効率性向上、そして収入食品検事業務の透明性確保でサービスの質的向上と迅速、正確な業務処理の効果があった。今後のシステムの用量問題の補完とともに大国民サービスの向上のため、収入食品インターネット請願業務システムの構築が必要とされる。

 ② 医薬品情報化
  医薬品など安全管理情報の流通体系構築で医薬品行政業務の迅速性、正確性、一貫性の企図と迅速な業務処理で大国民サービス強化を目標で医薬品情報化事業は何年間の試験事業を経って 2000年 7月から本格的に始まった。1次事業 (1999.7～2001.7)では医薬品許可データベースを構築してこれを活用して医薬品分野請願書類を受付、分類、流通、結果通報などができる医薬品情報流通管理システムを開発した。2次事業 (2001.9～ )では63種の医薬品分野請願関連書類をディスケットまたは CDを利用して受付出来るように請願書式を開発してインターネットを利用した請願業務電子受付システムを開発した。

   この事業によって過去すべての医薬品許可事項と基準及び試験方法資料がデータベース化されて今後、総合医薬品情報システムの基盤が構築された。またもう許可された医薬品の情報をインターネットを通じて検索することができて医薬品許可と係わる業務処理時間が大幅に減少した。これによってシステム導入の前には医薬品許可申請と関連して3～4日所要された処理時間が3～4時間に短縮されるなど相当な節減效果をおさめたと言える。またインターネットで医薬品許可事項を製薬会社から送信受けることで通信費用と入力費用の節減效果を持つことができるようにした。

 しかしまだ製薬会社で許可事項を紙形態で提出しているのでこれからインターネットを利用してファイル形態で送るように技術的支援と共に法的、制度的装置も用意するようにしなければならない。

(5) 社会保険

   ① 健康保険

  保険者の健康保険情報化と関連プロジェクトである‘医療保険電算網構築のためのマスタープラン(1994. 9～1995. 3)’によって職場組合電算システム改善、資格管理網構築、 診療費審査システム改善、統計システム構築のための医療保険総合電算網を構築した (1997. 6～1999. 5)。また国民健康保険が出帆しながら地域及び公務員/教職員の医療保険統合情報システムのための国民健康保険情報システムが構築された (1998. 6～1999. 5)。 2001年には‘国民健康保険統合電算網構築マスタープラン(1998. 12～1999. 5)’によって職場医療保険まで統合する統合情報システムを構築した。またインターネットを利用したサイバー請願情報システムを構築したがこれを利用すると資格基本情報照会、診療内訳照会、療養機関住所照会、療養費支給内訳照会、健保証再発給、資格確認書発給、告知書発給、納入証明書発給、自動振込申込み、健康検診書式申請などができる。このシステムによって請願が大幅に減少になって資料出力及び郵便の発送が不必要になって年間 397,020 千ウォンの経費節減效果があると予想される。また 2003年にはデータウェアハウスを構築して過去診療内訳や療養費支給内訳照会などをもっと迅速にできるようになった。

② 健保審査評価院
   審査評価院の情報システムは一つの本部と７つの支援で構成されていて本部と支部でそれぞれの業務を分担して処理している。2001年健保審査評価院の情報化は診療費電算請求の増加で情報システムを補強して業務新設による情報システムを補完及び開発した。具体的に EDI・ディスケット・書面請求による統合データベースを構築して医薬品実取引が償還制及び EDI 受託検事実施による事後管理システムを開発するのが含まれている。特に療養機関の診療費請求システムも紙による請求から現在は大部分の療養機関 (2003年末現在総合専門療養機関は 100%､ 病院は 67.5%､ 医院は92.7%､ 薬局は 92.9%)が EDI 請求と媒体請求で大きく変わりながら情報処理システムも合わせて開発されて運営されている。また療養給与適正性評価業務新設による評価システムを新規で開発して審査評価院診療費電算請求拡大で診療費明細書の外注入力費用が節減された。また診療費請求後支給までの業務処理所要期間が大幅に短縮された。

  2003年 8月には過去 5年間の療養機関別審査資料のデータウェアハウス構築 (84 Tera bytes 分量)して多次元的な情報を生産して療養機関現況分析(病室、病床、人員 装備など)、分娩明細書分析、入院・再入院明細書分析、重複診療明細書分析、死亡者明細書分析などに活用している。このデータウェアハウスは図 2のように 5年間の審査決定資料を利用して構築した DW､ 審査/評価/統計分析など主題領域別資料で構成されたデータマート、そして療養機関別/傷病別/項目別診療実績資料で構成された要約テーブルで構成されている。そして非情形的情報分析は OLAPを利用して、今後のデータマイニン技法を利用してデータウェアハウスから電算審査と療養給与適正性評価分析をする計画である。




図 2. 審査評価院のデータウェアハウス水性も
    また審査評価院は 2003年 5月から療養関連機関との書面方式の業務処理を電子的処理方式に改善して、内部業務事務自動化具現及び知識管理システムで改編したウエブ基盤のポータルシステムを構築して運営している。2004年 7月22日現在、27,366 療養機関が会員資格でポータルシステムを利用している。

③ 国民年金管理公団

  2001年国民年金管理公団で主観する国民年金情報化は国民年金のビジョンを満たすことができる先端情報システム環境構築のために RDBMSを取り入れて、多量のトランザクション処理機能及び変化する業務に柔軟性を保有したミドルウェアを取り入れて 3ティア形態の GUI方式で環境を構築して本部を中心に地域電算センターの間、通信回線を高速化して隣接電算センターの間バックアップ伝送路を連結した。このシステムによって対応時間が短縮されて急変する情報化環境に対処する柔軟性が確保された。また使用者中心の環境構築で業務生産性が向上することで期待している。

  メインフレーム管理のファイル構造を利用して本部 (中央センター)で電算運営を統括する中央集中型構造であり、5ヶ所の電算支援センター及び 70箇所の支所で構成されている。給与の支給のための資格及び徴収変動履歴管理の重要度が高くて1999年 4月都市地域自営業者に対する年金拡大実施でデータの量が幾何級数的に増加して大容量データを中央で統合して管理する中央集中管理システムに運営していた。また給与の特性の上資格及び徴収データの変動内訳を永久履歴で管理している。

第3章　民間医療部門の情報化
1. 概要
   80年代我が国の病院情報化は医療保険請求が中心であったが90年初めからは大学病院を対象に処方伝達システム (Order Communication System､ OCS)が病院情報システムの主軸を成すようになった。図 3（略）にあるように現在、病院情報システムは処方伝達システムを主軸にして臨床病理、放射線、医務記録、薬局、購買など診療支援情報システムと医療保険請求を電子文書処理方式 (EDI) 医療保険請求システム、 そしてこのような情報を要約して診療と経営の意思決定に必要な情報を提供する知識経営システム (Knowledge Management System､ KMS)が有機的に連携されている。


2. 処方伝達システム
 処方伝達システムは医師が患者に対する検査依頼や処方、看護行為を各診療支援部署に伝達することに目的がある。このシステムの利点は迅速・正確な処方伝達と結果報告を通じて患者の待時間減少と誤謬減少の効果があり、患者情報の累積的な管理を通じて電子的に医務記録作成と経営や臨床の意思決定に必要な情報を提供することで病院情報システムの中樞神経役目をなしている。一般的にこのシステムは処方入力機能、処方関連機能、処方連結機能、結果報告機能、 患者情報機能、システム連結などの機能がある。

  表2のように2000年初、我が国の総合専門療養機関の82%が処方伝達システムを運営しているが (現在は 95% 以上と推定)、これは先進国家の処方伝達システムの導入率を超える実績である。処方伝達システムは病院情報システムの基盤 (platform) の役割をするもので、このような統計は我が国の病院情報化が国際的な競争力を持ち、これからもずっと発展できる可能性を見せる例である。

表2

	

	
	院内業務行政 (%)
	 処方伝達 (%)
	 PACS (%)

	総合専門療養機関
	100
	82
	17

	病院
	96
	23
	5

	資料院: ギムビョングイックなど、病院情報システム導入による組職変化と医療の質向上研究、2000

	表 1). 分野別に病院情報化現況


3．全社的資源管理システム（ERPシステム Enterprise Resource Planning)
　近年、一部の大学病院を中心に処方伝達システム、診療支援システム、院内業務行政システムなどを企業で広く活用されているERPで統合しようとする動きがある。このように病院情報システムが ERPに発展すると、今まで問題になって来た部署間の情報交換が円滑になり、業務プロセスが効率的になって、費用節減とサービス向上効果にもつながると期待されている。しかし、ERPが成功的に導入されるためには乗り越えなければならないいくつかの障害がある。第一、ERPが企業で開発されたので企業業務と類似の業務や会計業務を開発することには大きいな問題ではないが、これらとは性格が違う他の処方伝達とシステムの中で調和を成しながら統合するには経験がなくて技術上の問題がある。第二、システムを統合することで業務標準化と業務プロセスが効率的に設計されなければならないのに、企業とは違って大部分の病院実情はそうではない。 第三、ERPが成功するためには BPRを通じて業務プロセスを再設計しなければならない。また、部署の構造調整をしなければならないのに企業とは違って労動集約的で労組活動が活発な病院ではこれを収容するのが容易ではない。しかし病院市場の開放を控えて競争力を強化させなければならない病院係では企業経営方式の導入とともに上のような問題点に效果的に対処して ERPで切り替える方案を積極的に考慮しなければならない。

4. 電子医務記録 (Electronic Medical Record､ EMR)
電子医務記録とは医療関係者に正確な資料と必要な情報を提供して臨床決定に役に立つように適用し、病院情報システムや処方伝達システムの内部にも含まれていて電子的形態の患者記録 (paperless system)である。電子医務記録では患者の疾病に係るすべての事項と病院が患者に提供した検査、治療及び結果に関する事項を記録した文書であって診療の開始から完結まで診療を行う時ごとに医師がその診療に関する事項と所見を記載しなければならない書類である。医務記録誌は患者に一貫性がある治療を実施することができるように情報を提供し、法的な問題が発生した場合に医療陣及び患者を保護する資料にもなる。医学研究及び教育に必要な臨床資料になって病院行政と国家保健行政の基本統計資料を提供する。

現在電子医務記録は使用上の便利性と情報技術の発展に負って全世界的に病･医院で急速に拡がっている趨勢である。電子医務記録が成功的に具現される時には患者の待機時間の短縮、医務記録の保管及び伝達費用の減少、診療情報の共有による診療の質向上などの效果がある。以外にも多様な診療情報が１ヶ所に集中されて管理されるので以前に具現しにくかった適正診療 (CQI)システム、事例管理システム､ 原価分析システムなど病院経営に必要な意思決定支援システムまたは知識経営システムの具現が容易になって意思決定及び医療の質保障が活性化になることができる。

　今まで我が国は個人情報の保護次元で電子医務記録を禁止したが 2002年 3月電子医務記録の法的効力を認めた。その後、総合専門療養機関を中心に電子医務記録が早い速度で導入されていて 2～3年以内に大部分の総合専門療養機関がこれを取り入れると予想される。しかし、たとえ法的な障害要素が除去されたと言っても成功的に電子医務記録を推進しようとすれば患者の秘密保障と法的問題外に次のようないくつか危険要因または核心成功要因 (critical success factor､ CSF)に対して留意しなければならない。
　第一、医者からの抵抗である。電子医務記録は処方伝達システムに比べて医師が直接タイピングをしなければならない資料の量が絶対的に多いのである。したがって短時間内に数多い患者を見なければならないとかタイピングに慣れない医者にはじめから紙医務記録を無くして電子医務記録だけ書くように強要することは無理がある。
　第二、技術的な問題で、電子医務記録は単純テキストのみならず放射線フィルムのような映像資料、心電図のようなグラフィック資料なども全て含まなければならないので、多様な技術が応用されなければならない。また多様な資料を長期間保存しなければならないので以前のデータベース技術では効果的な実現が難しい。
　第三、設計上の問題である。我が国の電子医務記録は臨床情報に局限して設計する傾向が多いのでこういう場合、病院経営に必要な意思決定を支援するのには限界がある。外国では電子医務記録を経営に活用するために臨床情報外に診療費を含んだ院内業務情報を一緒に含む趨勢である。このような危険要素によって電子医務記録システムは処方伝達システムより成功するのがとても難しいシステムと知られているが、今までの処方伝達システムの具現と実施で得られた経験と最新情報技術をよく活用すれば成功的に推進することができると思う。

5. 映像処理システム (Picture Archiving and Communication System、PACS)
PACSは映像情報通信技術を使って病院内の各種診療映像をデジタル形態として取得してその保存、管理及び伝送過程を自動的に行われるようにして病院でどこでも直ぐ診療映像を照会して診療に活用出来るように創られたフィルムレス (filmless) システムである。
 PACS 基盤の業務プロセスは既存フィルム基盤の業務プロセスとは違って患者撮影と判読以外には全過程がコンピューターを通じて起きるようになる。患者撮影によって映像が生成されるとこのデータは直ちに通信網を通じて映像獲得部 (Acquisition)に送信されて、ここで病院情報システムの受付情報と自動的に整合され、データベースに記録される。映像獲得部は X-ray、CT、MRI、超音波診断器、透視装置、血管造影装置、ガンマカメラ､ 単一光子断層撮影機(SPECT)、陽電子断層撮影機 (PET) など多様な映像器機からデジタル映像を伝送され、標準形式で保存する役目をする。また撮影時の条件を現わす情報を分析して検査単位でデータベースに登録して病院情報システムの受付情報と映像データを接合する機能を遂行する。
映像獲得部での過程が終わると直ちにこの映像は映像保存部 (Storage & Management)で伝送が行われるが、ここでは該当患者の過去検査映像を保存装置から呼び出して施行された検査を該当の判読分野のデータベースに登録することによって判読のための準備を取り揃える。大量の映像データを迅速に送らなければならない PACSで映像伝送部 (Distribution Network)の性能は非常に重要である。例えば、映像診断において一番頻繁に使われる胸部検査の映像一枚が持つデータ量は約 8 Megabyte であり臨床診療においてこのような映像は 2-3秒内に表示されるべきである。判読室ではフィルムをいちいち取り出して判読する代わり、高解像度モニターを取り揃えた workstationで判読フォルダに待機している検査をマウスでクリックすることでデジタル映像を呼び出して判読を施行するようになる。

フィルムは一度作られたら画質の調節など後処理 (Post-processing)が不可能であるが workstation は多様な映像処理技法を適用させることができて診断機能を向上させることができる。PACSを使えば検査を要請した医師のみならず多くの医師が一緒に病院、どこでも照会用 workstationで映像をみれることになるので協同診療が可能になる。またフィルムを保管室から借り出す必要がなくて迅速な診療が可能になってフィルムを借り出す専攻医の時間を節約することができるし、保管費用も節約することができる。

  我が国はfull PACSに対して診療報酬を適用する世界唯一の国である。その結果、現在国内 PACS 市場は最近 2年にわたって早く成長 (2001年成長率 134%)日去年末に全体 399個病院の中で 83個である 22%の病院が PACSを設置・完了した。今後の 2～4年以内 PACSを取り入れる国内病院は 70% 以上になることと予想される。

6．遠隔医療
   遠隔診療または遠隔医療に対してさまざまな概念があって英語でも telemedicine または telehealth などに呼ばれている。共通的な概念は遠隔地でマルチメディア (音声、動画像、インターネットなどのデータ通信) 技術を利用して診断、自問、治療 医療情報の伝達、教育などの医療サービスを行うものと言える。ただ臨床に適用する場合臨床各課の前に遠隔 (tele)をつけて遠隔皮膚科 (teledermatology) などと呼んで、またサービス種類によって遠隔訪問保健でも (telehomecare)、遠隔相談 (teleconsultation)、遠隔教育 (teleeducation) などと呼んでいる。

   遠隔医療の最大の利点は、大学病院医者が通信網を利用して遠隔地に居住する患者に専門的な医療恵沢を与えることができるという点である。例えば現在、江原道で示範運営中の遠隔医療システムは山間に位した保健診療所と都市にある大学病院を連結して画像で診療することで挙動が不便な患者の手助けになっている。

　 今まで我が国の遠隔医療は法的な問題で活性化になることができなかったが 2002年 3月遠隔医療が法的に認められて発展の足場が用意されることになった。しかしまだ遠隔医療点数が決まらなくて病院が積極参加していない実情である。遠隔医療の発展のためには遠隔医療点数体系が確立することとともに遠隔医療に係わる医療機関間の協力体制が構築されなければならない。
　すなわち、三次病院では専門的な医療相談を提供しなければならないし、遠隔地医療機関では遠隔医療が必要な患者を探し出して三次病院に依頼するのが必要である。最近いくつかの大学病院では固定的な患者確保のために戦略的な次元で 30～40個の中小病院と協力体制を構築しているのでこの時にこれら協力病院と遠隔医療システムを利用すれば医師の間の意思を円滑にすることに寄与することができるでしょう。

  また経済性ある遠隔医療用医療機器の開発が必要である。遠隔医療は治療よりは診断とモニタリングの側面が非常に効果的でコンピューターに接続して人体での変化を易しく計測することができる医療機器または生体計測技術の併行的開発が必要である。現在大部分の医療機器が高価な外国製品なので、この分野の活性化を期するためには経済的で性能の良い国産機器の開発が必要である。2004年10月から‘地域均衡発展計画’の一環として江原道原州地域で今後 5年間実施する遠隔医療試験事業では国内医療機器企業が大挙参加して自社製品の実用性を検証する計画である。またこの試験事業では全国拡散を控えて今まで試みされなかったさまざまな法制度と医療保険点数も実験的に試みされる計画である。

5. 今後の発展方向
  今後の保健福祉情報化の持続的な発展のためには、たとえ遅れた気がしても次のような情報化基盤の見果てぬ部分を優先的に補強するとより成熟された知識情報化を成すことができると思う。

1.統計データベース構築
   統計は断片的な生産よりは時計列的な生産が行われる時、その価値が高くなるので円滑に利用するのためには各種保健福祉統計のデータベースを連携構築して周期的に多様な統計が生産提供されることができるようにしなければならない。また構築されたデータベースはできるだけ多くの人が利用するようにデータベースに対する情報を関連サイトを通じて提供して利用度を高めるようにしなければならないでしょう。

2.法制度整備
  保健福祉知識情報化の基盤を構築するために必要で重要な基盤の中の一つは、法制度を整備することである。今まで我が国の保健福祉情報化は情報技術レベルに追いつかない法、制度が大きい障害要素であった。しかし 2002年 3月電子医務記録の法的効力認定、 遠隔医療の認定、院外処方伝達システムの認定などでこれら障害要素がたくさん除去されることになった。しかしまだ医療機関間の診療情報共同活用のための電子医務記録の送信、患者情報のプライバシー保護問題、遠隔診療の責任所在、保健医療分野電子商取引と流通情報関連法、診療情報共同活用と係わる電子認証制度、保健医療情報の標準化関連法などに関した調整と整備が必要である。

3.標準化
   標準化は保健福祉知識情報化において関連機関間の連携及び情報の共有のために至急な課題としてこれを推進するための計画と推進組職が優先的に確立されなければならないことで国際的な標準化動向把握、標準化の原則及び方向設定などに基づいて体系的に推進しなければならない。とくに 2005年からは医療市場の開放されるので医療情報標準化が遅れる場合、情報の交流が難しくなることだけでなく医療情報システムの輸出競争力も弱くなることになる。
　したがって情報通信技術などの標準化はできれば国際標準を収容するようにしなければならない。情報技術分野の国際機構では国際標準機構(International Standardization Organization、ISO)、電気通信分野の国際電気通信連合 (International Telecommunication Union、ITU)、電子技術分野の国際電気標準会議の (International Electrotechnical Commission、IEC) などがある。  これら機関では開放型システム共通の標準化された運営指針を用意するために開放型システム相互接続 (Open Systems Interconnection、OSI) 参照模型、電子資料交換 (EDI)のためのプロトコル、XML (eXtensible Markup Lanugage)、XSL (eXtensible Stylesheet Language)、保健医療分野の情報交換のための HL7 (Health Level 7) など国際的な標準化プロトコル動向に基づいて標準化方案を提示している。

   HL7はすべて機種コンピューターに分散された医療情報の大容量情報処理という病院電算化の本質的問題解決のために現在アメリカで医療情報標準化に一番活発な役目をしているが2001年から我が国にも支部が設置されて医療情報の標準化のための多くの努力をしている。ISOは1998年保健医療情報の標準を担当する技術委員会 (ISO/TC215)を創設して保健医療情報の国際化のための標準化活動を始めている。この委員会は現在義務記録・メッセージ通信・医療情報の表現・保安・電子カードなど標準化のために 五つの分科委員会と協力委員会を積極運営している。以外にも羊・漢方協力診療のための洋医学と漢方医学用語の標準化、義務記録資料の特性を支援するための英文とハングルの混合テキスト処理及び送信技術などの解決が先行されなければならない。

4.医療情報保安
  医療情報は患者診療情報と係わる情報全体を意味する。他の分野情報と違って外部に露出する場合、患者の社会的な孤立だけではなく生命も脅威することになるので徹底的な保安と保護を要する。現在医療体系上すべての患者の医療情報に対する保護及び保安は医療機関がすべての責任を負っている。しかし自分の医療情報に対する患者と一般人の関心が高まりつつ自分の医療情報を自分が管理するとか監督をする場合がたくさんあるので情報の露出危険が高い実情である。

　またこれから電子医務記録と遠隔医療が活性化になると医療機関の間には医療情報の送信が頻繁に行われて医療情報の露出が深刻な問題として台頭されると予想される。

　したがって医療情報を保護するために様々な方面を考えた指針が用意しなければならないでしょう。先に法制度的な保護が必要で憲法第17条には私生活を保護する権利があり、刑法第317調剤1項にも規定されている。今度発表される医療法改正案の施行令にも医療情報の保護が含まれると思う。また技術的な側面で多様な保安ソリューションが開発されている。このような法、制度的、技術的保安装置以外に病院ごとに保安規定と保安責任者を任命して全職員に対する保安教育を徹底的に行うことも必要である。

DW領域


－ 審査決定資料


－ 請求視点資料





デ－タマート領域


－ 8つ主題領域








要約テーブル領域


－ 9つの要約テイブル
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